
と き：平成21年２月10日（火）14:00～15:20

ところ：高知県庁１階 正庁ホール

※※※※ 総会終了後、子どもの見守り活動を行いますのでご参加ください。総会終了後、子どもの見守り活動を行いますのでご参加ください。総会終了後、子どもの見守り活動を行いますのでご参加ください。総会終了後、子どもの見守り活動を行いますのでご参加ください。

高知県安全安心まちづくり推進会議

高知県犯罪のない安全安心まちづくりシンボルマーク
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高知県安全安心まちづくり推進会議総会 次第

１ 開会のことば

２ 表彰
高知県安全安心まちづくり功労団体等表彰
高知県犯罪のない安全安心まちづくりポスター入選作品の発表・表彰

３ 新規参加構成員の紹介

４ 活動資材披露
高知県警備業協会・高知中央自動車学校の広報啓発用リーフレット披露
高知県遊技業協同組合のパトロール用ベスト披露

５ 会長あいさつ

６ 議 事

議題１ 役員補選について

議題２ 高知県安全安心まちづくり推進会議規約の改正について

議題３ 平成２０年度の取組実績について

議題４ 平成２１年度に重点的に取り組むテーマについて

議題５ 平成２１年度の事業計画について

７ 安全安心まちづくり活動事例発表・意見交換
四国コカ・コーラボトリング株式会社高知支店

８ 閉会のことば

※ 総会終了後、附属小学校に移動し、子どもの見守り活動を実施
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議題１ 役員補選について

高知県安全安心まちづくり推進会議役員高知県安全安心まちづくり推進会議役員高知県安全安心まちづくり推進会議役員高知県安全安心まちづくり推進会議役員

高知県警察本部 本部長平井 興宣副 会 長

高知県教育委員会 教育長中澤 卓史副 会 長

高知県民生委員児童委員協議会連合会 会長小椋 茂昭副 会 長

前高知県小中学校ＰＴＡ連合会 会長森田 昭司副 会 長

高知県 知事尾﨑 正直会 長

所属団体及び職名氏 名役 職

２



３

高知県遊技業協同組合★(H20.7.2)27

高知県理容生活衛生同業組合26

高知県石油業協同組合25

高知県深夜スーパー等防犯対策協議会24

高知県金融機関防犯連絡会23

高知県共同住宅防犯協議会22

社団法人 高知県建築士会21

高知県旅館ホテル生活衛生同業組合20

高知県商工会連合会19

高知県商工会議所連合会18

高知県経営者協会

事業活動に関
する団体等

24

17

高知県スクールガード・リーダー連絡協議会16

高知県小中学校長会15

高知県小中学校ＰＴＡ連合会
こどもの安全
の確保に関す
る団体

3

14

高知市老人クラブ連合会★(H20.9.5)13

財団法人 高知県身体障害者連合会12

高知県少年警察ボランティア協会11

高知県交通安全母の会連合会10

高知県交通安全指導員協議会9

社団法人 高知県交通安全協会8

社会福祉法人 高知県社会福祉協議会7

高知県連合婦人会6

財団法人 高知県老人クラブ連合会5

高知県民生委員児童委員協議会連合会

地域活動団体10

4

高知県タウンポリス連絡協議会3

高知県地域安全アドバイザー連絡会2

社団法人 高知県防犯協会

防犯活動団体3

1

構成員名区分構成員数番号

高知県安全安心まちづくり推進会議構成員名簿（平成21年1月15日現在）



４

高知県警察本部48

高知県教育委員会47

高知県46

高知県町村会45

高知県市長会

行政関係団体
等

5

44

高知県経営者協会参与 渡辺 泰方43

高知短期大学教授 関根 猪一郎42

弁護士 稲田 知江子

有識者3

41

リコー関西株式会社高知事業部★(H21.1.15)40

株式会社 四国銀行★(H20.12.25)39

四国コカ・コーラボトリング株式会社高知支店
★(H20.11.17)

38

高知県自転車二輪車商協同組合★(H20.9.5)37

社団法人 高知県産業廃棄物協会★(H20.9.5)36

四国電力株式会社高知支店★(H20.9.5) 35

株式会社 高知銀行★(H20.9.5)34

西日本電信電話株式会社高知支店★(H20.9.5)33

日本貸金業協会高知県支部★(H20.9.5)32

株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国支社高知
支店★(H20.9.5)

31

社団法人 高知県指定自動車学校協会★(H20.9.5)30

社団法人 高知県警備業協会★(H20.7.2)29

社団法人 高知県トラック協会★(H20.7.2)

事業活動に関
する団体等

24

28

構成員名区分構成員数番号

★は、平成２０年１月２５日以降に参加した構成員

（ ）は、参加年月日



高知県安全安心まちづくり推進会議規約（案）高知県安全安心まちづくり推進会議規約（案）高知県安全安心まちづくり推進会議規約（案）高知県安全安心まちづくり推進会議規約（案）

（名称）
第１条 この会議は、「高知県安全安心まちづくり推進会議」（以下「推進会議」とい

う。）と称する。

（目的）
第２条 推進会議は、高知県犯罪のない安全安心まちづくり条例（平成１９年高知県条

例第９号）第１１条に基づき、犯罪の被害に遭わずに安全で安心して暮らすことので
きる高知県を目指して、県民、事業者、地域活動団体、行政機関が相互に連携、協働
して犯罪のない安全安心まちづくりを推進することを目的とする。

（事業）
第３条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)  犯罪のない安全安心まちづくりに関する重点的な取り組みに関する協議
(2)  犯罪のない安全安心まちづくりに関する情報及び意見の交換
(3)  犯罪のない安全安心まちづくりに関する普及啓発
(4)  その他目的を達成するために必要な事項

（構成員）
第４条 推進会議は、本会議の目的に賛同し、県域にわたって安全安心まちづくりの活
動を展開している団体等及び行政機関並びに有識者で構成する。

２ 推進会議に参加を希望する団体等及び行政機関は、所定の入会申込書を会長に提
出し、承認を受ける承認を受ける承認を受ける承認を受けるものとする。

３ 推進会議の構成員は、退会届を会長に提出して、退会することができる。

（役員）
第５条 推進会議に次の役員を置く。
(1)  会長 １名
(2)  副会長 若干名
２ 役員は、総会において構成員の代表者の中から互選により選出する。
３ 会長は推進会議を代表し、会務を総理する。
４ 副会長は会長を補佐し、会長が不在のときはその職務を代理する。
５ 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。
６ 役員が任期満了等により構成員の代表者を退いた場合は、その職の後任者が前任役員が任期満了等により構成員の代表者を退いた場合は、その職の後任者が前任役員が任期満了等により構成員の代表者を退いた場合は、その職の後任者が前任役員が任期満了等により構成員の代表者を退いた場合は、その職の後任者が前任
者の残任期間その職務を行うものとする。者の残任期間その職務を行うものとする。者の残任期間その職務を行うものとする。者の残任期間その職務を行うものとする。

議題２ 高知県安全安心まちづくり推進会議規約の改正について

５



（総会）
第６条 推進会議の総会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長不在の場

合は、 会長があらかじめ指名した者がその議長となる。
２ 規約の改廃その他重要な事項は、総会において審議する。
３ 総会は公開とする。
４ 会長は、必要があると認めるときは、総会に構成員以外の者の出席を求めること

ができる。

（幹事会）
第７条 推進会議の円滑な運営を図るため、幹事会を置く。
２ 幹事会の構成員（以下「幹事」という。）は、会長が別に定める推進会議の構成

員から選出された者とする。
３ 代表幹事は、幹事の互選により選出する。
４ 幹事会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)  総会に付議すべき事項
(2)  総会の審議した事項の執行に関する事項
(3)  その他総会の審議を要しない会務の執行に関する事項
５ 第５条第５項及び第６項、前条第１項、第３項及び第４項の規定は、幹事会にお
いて準用する。

こ の 場 合にお いて、こ れら条文中「役員」とあるのは「幹事」と 、「総会」と あ
るのは「幹事会」と、「会長」とあるのは「代表幹事」と読み替え、第５条第６項
に「構成員の代表者」とあるのは「推進会議の構成員たる所属団体の役職等」と読
み替えるものとする。

（事務局）
第８条 事務局は、高知県、高知県教育委員会及び高知県警察本部の高知県高知県、高知県教育委員会及び高知県警察本部の高知県高知県、高知県教育委員会及び高知県警察本部の高知県高知県、高知県教育委員会及び高知県警察本部の高知県犯罪のな犯罪のな犯罪のな犯罪のな

いいいい安全安心まちづくり条例の所管課安全安心まちづくり条例の所管課安全安心まちづくり条例の所管課安全安心まちづくり条例の所管課に置く。

（委任）
第９条 この規約に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が

別に定める。

附 則
一 この規約は、平成２０年１月２５日から施行する。
二 第６条第１項の規定にかかわらず、推進会議の設立総会に限り、高知県知事が

招集する。

附 則(平成２１年２月１０日改正）
一 この規約は、平成２１年２月１０日から施行する。

６



新旧対照表

７

高知県安全安心まちづくり推進会議規約高知県安全安心まちづくり推進会議規約高知県安全安心まちづくり推進会議規約高知県安全安心まちづくり推進会議規約((((抜粋抜粋抜粋抜粋))))

（構成員）（構成員）（構成員）（構成員）
第４条第４条第４条第４条 推進会議は、本会議の目的に賛同し、県推進会議は、本会議の目的に賛同し、県推進会議は、本会議の目的に賛同し、県推進会議は、本会議の目的に賛同し、県

域にわたって安全安心まちづくりの活動を展開域にわたって安全安心まちづくりの活動を展開域にわたって安全安心まちづくりの活動を展開域にわたって安全安心まちづくりの活動を展開
している団体等及び行政機関並びに有識者で構している団体等及び行政機関並びに有識者で構している団体等及び行政機関並びに有識者で構している団体等及び行政機関並びに有識者で構
成する成する成する成する 。。。。

２２２２ 推進会議に参加を希望する団体等及び行政機推進会議に参加を希望する団体等及び行政機推進会議に参加を希望する団体等及び行政機推進会議に参加を希望する団体等及び行政機
関は、所定の入会申込書を会長に提出し、関は、所定の入会申込書を会長に提出し、関は、所定の入会申込書を会長に提出し、関は、所定の入会申込書を会長に提出し、推進推進推進推進
会議の承認を受ける会議の承認を受ける会議の承認を受ける会議の承認を受けるものとする。ものとする。ものとする。ものとする。

３３３３ 推進会議の構成員は、退会届を会長に提出し推進会議の構成員は、退会届を会長に提出し推進会議の構成員は、退会届を会長に提出し推進会議の構成員は、退会届を会長に提出し
て、退会することができる。て、退会することができる。て、退会することができる。て、退会することができる。

（役員）（役員）（役員）（役員）
第５条第５条第５条第５条 推進会議に次の役員を置く。推進会議に次の役員を置く。推進会議に次の役員を置く。推進会議に次の役員を置く。
（１）（１）（１）（１） 会長会長会長会長 １名１名１名１名
（２）（２）（２）（２） 副会長副会長副会長副会長 若干名若干名若干名若干名

２２２２ 役員は、総会において構成員の代表者の中か役員は、総会において構成員の代表者の中か役員は、総会において構成員の代表者の中か役員は、総会において構成員の代表者の中か
ら互選により選出する。ら互選により選出する。ら互選により選出する。ら互選により選出する。

３３３３ 会長は推進会議を代表し、会務を総理する。会長は推進会議を代表し、会務を総理する。会長は推進会議を代表し、会務を総理する。会長は推進会議を代表し、会務を総理する。
４４４４ 副会長は会長を補佐し、会長が不在のときは副会長は会長を補佐し、会長が不在のときは副会長は会長を補佐し、会長が不在のときは副会長は会長を補佐し、会長が不在のときは

その職務を代理する。その職務を代理する。その職務を代理する。その職務を代理する。
５５５５ 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨

げない。げない。げない。げない。
６６６６ 役員は、任期満了等により構成員の代表者を役員は、任期満了等により構成員の代表者を役員は、任期満了等により構成員の代表者を役員は、任期満了等により構成員の代表者を

退いた場合においても、後任の役員が就任する退いた場合においても、後任の役員が就任する退いた場合においても、後任の役員が就任する退いた場合においても、後任の役員が就任する
まではその職務を行うものとする。ただし、行まではその職務を行うものとする。ただし、行まではその職務を行うものとする。ただし、行まではその職務を行うものとする。ただし、行
政機関から選出された役員については、その職政機関から選出された役員については、その職政機関から選出された役員については、その職政機関から選出された役員については、その職
の後任者が前任者の残任期間その職務を行うもの後任者が前任者の残任期間その職務を行うもの後任者が前任者の残任期間その職務を行うもの後任者が前任者の残任期間その職務を行うも
のとする。のとする。のとする。のとする。

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）
第８条第８条第８条第８条 事務局は、事務局は、事務局は、事務局は、高知県文化環境部県民生活課高知県文化環境部県民生活課高知県文化環境部県民生活課高知県文化環境部県民生活課

、高知県教育委員会体育スポーツ課及び高知県、高知県教育委員会体育スポーツ課及び高知県、高知県教育委員会体育スポーツ課及び高知県、高知県教育委員会体育スポーツ課及び高知県
警察本部生活安全部生活安全企画課警察本部生活安全部生活安全企画課警察本部生活安全部生活安全企画課警察本部生活安全部生活安全企画課に置く。に置く。に置く。に置く。

高知県安全安心まちづくり推進会議規約（抜粋）高知県安全安心まちづくり推進会議規約（抜粋）高知県安全安心まちづくり推進会議規約（抜粋）高知県安全安心まちづくり推進会議規約（抜粋）

（構成員）（構成員）（構成員）（構成員）
第４条第４条第４条第４条 推進会議は、本会議の目的に賛同し、県推進会議は、本会議の目的に賛同し、県推進会議は、本会議の目的に賛同し、県推進会議は、本会議の目的に賛同し、県

域にわたって安全安心まちづくりの活動を展開域にわたって安全安心まちづくりの活動を展開域にわたって安全安心まちづくりの活動を展開域にわたって安全安心まちづくりの活動を展開
している団体等及び行政機関並びに有識者で構している団体等及び行政機関並びに有識者で構している団体等及び行政機関並びに有識者で構している団体等及び行政機関並びに有識者で構
成する成する成する成する。。。。

２２２２ 推進会議に参加を希望する団体等及び行政機推進会議に参加を希望する団体等及び行政機推進会議に参加を希望する団体等及び行政機推進会議に参加を希望する団体等及び行政機
関は、所定の入会申込書を会長に提出し、関は、所定の入会申込書を会長に提出し、関は、所定の入会申込書を会長に提出し、関は、所定の入会申込書を会長に提出し、承認承認承認承認
を受けるを受けるを受けるを受けるものとする。ものとする。ものとする。ものとする。

３３３３ 推進会議の構成員は、退会届を会長に提出し推進会議の構成員は、退会届を会長に提出し推進会議の構成員は、退会届を会長に提出し推進会議の構成員は、退会届を会長に提出し
て、退会することができる。て、退会することができる。て、退会することができる。て、退会することができる。

（役員）（役員）（役員）（役員）
第５条第５条第５条第５条 推進会議に次の役員を置く。推進会議に次の役員を置く。推進会議に次の役員を置く。推進会議に次の役員を置く。
（１）（１）（１）（１） 会長会長会長会長 １名１名１名１名
（２）（２）（２）（２） 副会長副会長副会長副会長 若干名若干名若干名若干名

２２２２ 役員は、総会において構成員の代表者の中か役員は、総会において構成員の代表者の中か役員は、総会において構成員の代表者の中か役員は、総会において構成員の代表者の中か
ら互選により選出する。ら互選により選出する。ら互選により選出する。ら互選により選出する。

３３３３ 会長は推進会議を代表し、会務を総理する。会長は推進会議を代表し、会務を総理する。会長は推進会議を代表し、会務を総理する。会長は推進会議を代表し、会務を総理する。
４４４４ 副会長は会長を補佐し、会長が不在のときは副会長は会長を補佐し、会長が不在のときは副会長は会長を補佐し、会長が不在のときは副会長は会長を補佐し、会長が不在のときは

その職務を代理する。その職務を代理する。その職務を代理する。その職務を代理する。
５５５５ 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨

げない。げない。げない。げない。
６６６６ 役員が任期満了等により構成員の代表者を退役員が任期満了等により構成員の代表者を退役員が任期満了等により構成員の代表者を退役員が任期満了等により構成員の代表者を退

いた場合は、その職の後任者が前任者の残任期いた場合は、その職の後任者が前任者の残任期いた場合は、その職の後任者が前任者の残任期いた場合は、その職の後任者が前任者の残任期
間その職務を行うものとする。間その職務を行うものとする。間その職務を行うものとする。間その職務を行うものとする。

（事務局）（事務局）（事務局）（事務局）
第８条第８条第８条第８条 事務局は、事務局は、事務局は、事務局は、高知県、高知県教育委員会及高知県、高知県教育委員会及高知県、高知県教育委員会及高知県、高知県教育委員会及

びびびび高知県警察本部の高知県犯罪のない安全安心高知県警察本部の高知県犯罪のない安全安心高知県警察本部の高知県犯罪のない安全安心高知県警察本部の高知県犯罪のない安全安心
まちづくり条例の所管課まちづくり条例の所管課まちづくり条例の所管課まちづくり条例の所管課に置く。に置く。に置く。に置く。

旧旧旧旧新新新新



議題３ 平成２０年度の取組実績について

８

平成２０年度重点テーマに基づく推進会議の取組について平成２０年度重点テーマに基づく推進会議の取組について平成２０年度重点テーマに基づく推進会議の取組について平成２０年度重点テーマに基づく推進会議の取組について

平成２０年度の事業計画に基づく主な取組について平成２０年度の事業計画に基づく主な取組について平成２０年度の事業計画に基づく主な取組について平成２０年度の事業計画に基づく主な取組について

地域で子どもを見守ろう地域で子どもを見守ろう地域で子どもを見守ろう地域で子どもを見守ろう
・高知県安全安心まちづくり推進会議、高知県警察本部及び高知県防犯協会が開催

した「全国地域安全運動『安全・安心なまちづくりの日』高知県民のつどい」
（以下「高知県民のつどい」という。）で関西国際大学桐生正幸教授による「幼
い子どもを犯罪から守るために、今、私たちにできること」と題した講演を行い
地域で子どもを見守るための広報啓発を行った。

・通学路安全の日（毎月第３木曜日）等において各地でタウンポリス、スクールガ
ード・リーダー及び構成員企業による子どもの見守り活動が行われた。

・子どもの安全の確保に関する協定が２件締結され、子どもの見守り体制が強化され
た。（高知銀行、高知県自動車整備振興会が県、県教委、県警と締結）

高齢者などを事故や事件から守ろう高齢者などを事故や事件から守ろう高齢者などを事故や事件から守ろう高齢者などを事故や事件から守ろう
・高知県安全安心まちづくり推進会議の構成員である高知県、警察本部及び高知県防

犯協会所属の各地区地域安全協（議）会の機関紙等を通じて、高齢者の事件・事故
防止に関する広報啓発が行われた。

・高知県交通安全母の会などの実施する高齢者１万人訪問指導による高齢者の事件・
事故防止に関する啓発活動が行われた。

・高知県民生委員児童委員協議会連合会と四国電力株式会社による「高知県における
地域の見守り活動に関する協定」が締結され、高齢者等を見守る体制が強化された。

鍵かけ運動を進めよう鍵かけ運動を進めよう鍵かけ運動を進めよう鍵かけ運動を進めよう
・高知県安全安心まちづくり推進会議情報紙「高知県安全安心まちづくりニュース」

及び構成員である高知県防犯協会所属の各地区地域安全協(議）会による鍵かけ運
動の広報啓発が行われた。

１１１１ 事業計画に基づく主な取組事業計画に基づく主な取組事業計画に基づく主な取組事業計画に基づく主な取組
● 平成20年５月 平成２０年度各構成員の取組予定照会
● 平成20年６月 高知県安全安心まちづくりニュース創刊（創刊号～第５号発行）
● 平成20年７月 幹事会及び犯罪のない安全安心まちづくりポスター募集開始
● 平成20年８月 平成２０年度各構成員の取組予定公表
● 平成20年９月 安全安心まちづくり功労団体等表彰推薦受付開始
● 平成20年10月 「高知県民のつどい」開催

安全安心まちづくりパネル展開催
安全安心まちづくり八策（活動の手引き）作成

● 平成20年12月 犯罪のない安全安心まちづくりポスター審査
● 平成21年１月 幹事会及び安全安心まちづくり功労団体等表彰審査
● 平成21年２月 総会開催

２２２２ 全国地域安全運動期間中の主な取組全国地域安全運動期間中の主な取組全国地域安全運動期間中の主な取組全国地域安全運動期間中の主な取組
● 平成20年10月11日「高知県民のつどい」開催（内容 講演、事例発表、寸劇）
● テレビ、ラジオ、広報紙等を活用した集中的な広報
● 高知県防犯協会所属の各地区地域安全協(議）会による地域の実情を踏まえた

活動（例：フォーラムの開催、高齢者宅戸別訪問、子どもの見守り活動など）



他県では、依然として子どもが犠牲になるなどの事件が発生し、子どもの安全対策
が強く求められる中で、県内においても「子どもを守る」という共通認識のもと、各
地域において自主的な見守り活動が行われています。
また、高齢化が進む本県において、高齢者が交通事故や消費トラブル等の被害に遭

う事件が多発しており、そうした被害を防ぐため、地域で活動する団体等による訪問
活動等が行われています。こうした見守りや訪問活動等が県内に広がり、一層充実し
ていくことが必要です。
さらに、平成２０年に発生した自転車の盗難のうち約６割が鍵をかけていない状態

で被害に遭っていることなどから、自らの安全を自らで守るための基本的な取組とし
て『鍵かけ』の意識を高める必要があります。
そして、近年、減少傾向にあった振り込め詐欺が増加に転じ、多くの県民が被害に

遭っていることから、振り込め詐欺の被害を防ぐ必要があります。
こうしたことから、平成２１年度の重点テーマを次のとおり定めます。

議題４ 平成２１年度に重点的に取り組むテーマについて

重点テーマ（案）

地域で子どもを見守ろう地域で子どもを見守ろう

高齢者などを事故や事件から守ろう高齢者などを事故や事件から守ろう

鍵かけ運動を進めよう鍵かけ運動を進めよう

９

振り込め詐欺の被害を防ごう振り込め詐欺の被害を防ごう



県民の防犯意識を高めるとともに、県民、事業者、地域で活動する団体等の犯罪の
ない安全安心まちづくりへの気運を高めるため、特に、全国地域安全運動期間にあわ
せて集中的な取組を行います。

議題５ 平成２１年度の事業計画について

２１年４月 ２１年度に各構成員が実施する安全安心まちづくりの取組予定及び前年度実
績を照会

６月 高知県安全安心まちづくりニュース発行開始（年４回）

７月 幹事会の開催
各構成員及び推進会議が実施する安全安心まちづくりの取組予定を公表
高知県犯罪のない安全安心まちづくりポスター募集開始

１０月 全国地域安全運動期間の取組への協力
安全安心まちづくりパネル展の開催
高知県安全安心まちづくり功労団体等表彰推薦受付開始

１１月 ポスター募集及び表彰推薦の締切

１２月 ポスター審査

２２年１月 幹事会の開催
表彰審査

２２年２月 推進会議総会の開催
◎２１年度の重点テーマ・年間事業計画の検証
・推進会議が実施した安全安心まちづくりの取組実績の報告
・「高知県犯罪のない安全安心まちづくり推進計画」の進捗状況の報告
◎２２年度重点テーマ・年間事業計画の決定

高知県犯罪のない安全安心まちづくり条例が平成１９年４月１日に施行されたことを契機とし
て、これまで（社）高知県防犯協会及び高知県警察本部が実施していた全国地域安全運動に「高
知県安全安心まちづくり推進会議」も協力し、広く県民、事業者、地域で活動する団体、行政担
当職員等を対象とした啓発を行います。

１１１１ テレビ・ラジオ・広報紙等を活用した集中的な広報（県、県教委、警察本部）テレビ・ラジオ・広報紙等を活用した集中的な広報（県、県教委、警察本部）テレビ・ラジオ・広報紙等を活用した集中的な広報（県、県教委、警察本部）テレビ・ラジオ・広報紙等を活用した集中的な広報（県、県教委、警察本部）

２２２２ 通学路一斉見守り活動の実施通学路一斉見守り活動の実施通学路一斉見守り活動の実施通学路一斉見守り活動の実施((((通学路安全の日通学路安全の日通学路安全の日通学路安全の日))))

３３３３ 街頭キャンペーンの実施街頭キャンペーンの実施街頭キャンペーンの実施街頭キャンペーンの実施

１１１１ 平成２１年度の高知県安全安心まちづくり推進会議の事業計画（案）平成２１年度の高知県安全安心まちづくり推進会議の事業計画（案）平成２１年度の高知県安全安心まちづくり推進会議の事業計画（案）平成２１年度の高知県安全安心まちづくり推進会議の事業計画（案）

２２２２ 全国地域安全運動期間中（全国地域安全運動期間中（全国地域安全運動期間中（全国地域安全運動期間中（10101010月月月月11111111日～日～日～日～20202020日）に行う事業（案）日）に行う事業（案）日）に行う事業（案）日）に行う事業（案）

10



表

テーマ：「こどもＳＯＳ活動等について」テーマ：「こどもＳＯＳ活動等について」テーマ：「こどもＳＯＳ活動等について」テーマ：「こどもＳＯＳ活動等について」

発例事動活

組 織

活動のいきさつ

取組の内容

11

発表者発表者発表者発表者 安藤安藤安藤安藤 尊伸（あんどう尊伸（あんどう尊伸（あんどう尊伸（あんどう たかのぶ）たかのぶ）たかのぶ）たかのぶ）

（四国コカ・コーラボトリング株式会社高知支店支店長）

弊社は、昭和３８年１月７日に設立され、高知では、昭和３８年４月８日から営業を開始しています。
高知支店は３つの営業所が有り、高知県内で働いている従業員は、７４人います。このほか、高知県内に
グループ会社である四国キヤンテイーン、四国カスタマー・サービス、株式会社ダイナフロー、四国コ
カ・コーラベンディング等の従業員約２００人がいます。

弊社は、「人と人をうるおすコカ・コーラ」をキャッチフレーズに揚げ、のどをうるおすだけでなく、
人と人との関係、地域との関係の中で事業活動を進め、社会全体をうるおす存在となることを目指し、地
域社会の一員として、環境やスポーツなどの様々な社会貢献活動を行っています。

その活動の一環として、近年、子どもが巻き込まれる事件が多発していることから、コカ・コーラ車両
の認知度を生かし、「こどもＳＯＳ」活動などを展開しています。

○「こどもＳＯＳ」活動

コカ・コーラ車両約１８０台に「こどもＳＯＳ」ステッカーを貼り、

高知県内でこどもの見守り活動を行っています。

○まもると安心自動販売機

不審者情報や犯罪予防情報を自動販売機のＬＥＤメッセージボードに

表示する活動を行っています。

○災害対応自動販売機

災害時に「飲料の無料提供」や一部の自動販売機では災害情報を自動

販売機のＬＥＤメッセージボードに表示しています。

○「高知県水難救済会」支援自動販売機

「高知県水難救済会」支援自動販売機の売り上げの一部を高知県水難

救済会の「青い羽根」募金に提供しています。

○ＡＥＤ搭載自動販売機

学校や病院、公共施設などへ自動対外式除細動器（ＡＥＤ）を搭載し

た自動販売機を設置しています。

今後の取組の方向

今後も「こどもＳＯＳ」活動に取り組むとともに「まもると安心自動販売機」を普及させるな
ど、安全安心まちづくり活動を積極的に行っていきます。



私私私私たちのたちのたちのたちの身近身近身近身近なところでなところでなところでなところで起起起起きるきるきるきる犯罪犯罪犯罪犯罪のののの被害被害被害被害からからからから、、、、自分自分自分自分
やややや家族家族家族家族、、、、地域地域地域地域をををを守守守守るためにはるためにはるためにはるためには、、、、県民一人県民一人県民一人県民一人ひとりがひとりがひとりがひとりが防犯意防犯意防犯意防犯意
識識識識をををを高高高高めめめめ、、、、子子子子どもやどもやどもやどもや高齢者高齢者高齢者高齢者のののの見守見守見守見守りりりり活動活動活動活動などにできるとなどにできるとなどにできるとなどにできると
ころからころからころからころから取取取取りりりり組組組組んでいくことがんでいくことがんでいくことがんでいくことが必要必要必要必要ですですですです。。。。
ここにここにここにここに、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、『『『『高知県安全安心高知県安全安心高知県安全安心高知県安全安心まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進推進推進推進

会議会議会議会議』』』』にににに参加参加参加参加しししし、、、、｢｢｢｢犯罪犯罪犯罪犯罪のののの被害被害被害被害にににに遭遭遭遭わずにわずにわずにわずに安全安全安全安全でででで安心安心安心安心してしてしてして
暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる高知県高知県高知県高知県｣｣｣｣をををを目指目指目指目指してしてしてして、、、、連携連携連携連携・・・・協力協力協力協力をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、安安安安
全安心全安心全安心全安心まちづくりにまちづくりにまちづくりにまちづくりに取取取取りりりり組組組組むことをむことをむことをむことを宣言宣言宣言宣言しますしますしますします。。。。

１１１１ 毎年度毎年度毎年度毎年度のののの事業計画事業計画事業計画事業計画にににに安全安心安全安心安全安心安全安心まちづくりをまちづくりをまちづくりをまちづくりを位置位置位置位置づけづけづけづけ、、、、
自自自自らのらのらのらの活動活動活動活動としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組んでいきますんでいきますんでいきますんでいきます。。。。

２２２２ 各地域各地域各地域各地域にもにもにもにも、、、、安全安心安全安心安全安心安全安心まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの考考考考ええええ方方方方がががが浸透浸透浸透浸透すすすす
るようにるようにるようにるように努努努努めめめめ、、、、広広広広くくくく県民県民県民県民によってによってによってによって支支支支えられるえられるえられるえられる運動運動運動運動としとしとしとし
てててていきますいきますいきますいきます。。。。

３３３３ 推進会議推進会議推進会議推進会議としてとしてとしてとして実施実施実施実施するするするする活動活動活動活動にににに参加参加参加参加・・・・協力協力協力協力しししし、、、、県民県民県民県民
のののの安全安全安全安全をををを脅脅脅脅かすかすかすかす緊急事態緊急事態緊急事態緊急事態がががが生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合にはにはにはには、、、、一致協力一致協力一致協力一致協力
してしてしてして被害被害被害被害のののの防止防止防止防止のためののためののためののための活動活動活動活動にににに取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。

平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年１１１１月月月月２５２５２５２５日日日日

高知県安全安心高知県安全安心高知県安全安心高知県安全安心まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進会議推進会議推進会議推進会議

安全安心安全安心安全安心安全安心まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり宣言宣言宣言宣言安全安心安全安心安全安心安全安心まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり宣言宣言宣言宣言

資料１資料１資料１資料１
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平成２０年度高知県犯罪のない安全安心まちづくりポスター優秀作品

☆ 最優秀賞

☆ 優秀賞

資料２資料２資料２資料２

平成２０年度ポスター最優秀 片島中学校２年 片岡 沙也加さん

平成２０年度ポスター優秀 片島中学校３年 吉川 文乃さん
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意 見 交 換
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●高知県文化環境部 県民生活・男女共同参画課
〒780-8570
高知市丸ノ内１丁目２番20号
電話 088-823-9319

●高知県教育委員会 スポーツ健康教育課
〒780-0850
高知市丸ノ内１丁目７番52号
電話 088-821-4928

●高知県警察本部生活安全部 生活安全企画課
〒780-8544
高知市丸ノ内２丁目４番30号
電話 088-826-0110（代表）

高知県安全安心まちづくり推進会議事務局


